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申
請
さ
れ
て
か
ら
承
認
す
る
ま
で
に
10
日

程
度
要
し
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
資
材
購
入
後
の
申
請
は
受
付
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
補
助
の
対
象
と
な
る
資
材

　

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等
の
被
害
防
止

対
策
の
た
め
に
設
置
す
る
電
気
牧
柵
、
防
護

ネ
ッ
ト
、
金
網
柵
、
ト
タ
ン
柵
等
の
防
護
柵

の
資
材

■
補
助
の
対
象
地

　

町
内
の
耕
作
地
で
あ
れ
ば
、
面
積
要
件
は

あ
り
ま
せ
ん
。（
た
だ
し
、
電
気
牧
柵
の
設

置
に
つ
い
て
は
、
面
積
２
０
０
㎡
以
上
。）

※
所
有
者
ま
た
は
耕
作
者
が
町
外
の
方
で
も

申
請
で
き
ま
す
。

■
補
助
金
の
額

○
補
助
金
の
額
は
、
防
護
柵
の
設
置
に
要
し

た
資
材
費
の
２
分
の
１
以
内
（
千
円
未
満
切

り
捨
て
）。

○
１
件
あ
た
り
５
万
円
が
上
限
。

※
た
だ
し
、
平
成
25
年
度
～
平
成
27
年
度
に

補
助
金
を
受
け
て
設
置
済
み
の
耕
作
地
に
つ

い
て
は
、
補
助
金
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

農
林
課
農
林
振
興
班

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

農　家　等　申　込　者

交付申請書
（添付書類）
・地籍図（縮尺
  ５００分の１程   
   度）
・購入資材の見積 
   書の写し
・設置前の写真

　
田
畑
の
農
作
物
を
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
か
ら

　
守
る
た
め
防
護
柵
資
材
費
を
補
助
し
ま
す

交付請求書
（添付書類）
・完成写真
・領収書の写し
・口座振込依頼書
・その他

周　防　大　島　町　農　林　課

事務手続きフロー図

申 請 者 の 指
定 さ れ た 口
座 に 補 助 金
の振込

①

②
④

⑤
交付承認書

（または却下）

申
請

請
求

交付  承認

③資材設置

審  査

消費生活センターがスタートしました
　複雑化・深刻化する消費生活相談に、より適切に対応するため、サザンセト１市４町が連携して広域消
費生活センターを設置し、平成２８年４月１日から業務を開始いたしました。
　柳井地区広域消費生活センターは、周防大島町、柳井市、上関町、田布施町、平生町にお住まいの方々
の消費生活相談を受付けます。

【消費生活センターとは…】
　消費生活に関する専門の相談員が、訪問販売や電話勧誘のトラ
ブル、多重債務問題、製品事故などの相談について解決を図るの
にふさわしい手続きや、情報の提供、事業者との話し合いのあっ
せん、適切な機関への紹介などを行います。また、消費者啓発講
座も行っています。お気軽にご相談ください。

【相談窓口のご案内】
☎０８２０（２２）２１２５（直通）
場所　柳井市役所３階　商工観光課内
相談日　月～金（祝日・年末年始を除く）
相談時間　午前８時３０分～午後５時１５分（相談受付は午後５時まで） 相談時に整理しておきたいポイント

・契約年月日
・契約した場所、状況
・商品、サービスの名称
・契約した会社等の名称、担当者、連絡先
・契約金額
・業者の勧誘や説明内容
・契約書面、パンフレットなど

【ご相談いただくときのポイント】
　ご相談いただく場合には、あらかじめ次のような点を整理して
おかれると、相談がスムーズに進みます。業者が持ってきたもの
は全部保管しておくようにしましょう。

柳井地区広域

困ったときは
消費生活センターに
ご相談ください。
柳井地区広域消費生活センター
☎ 0820（22）2125


